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変更届出の手引き 
 

【 介護老人福祉施設 】【地域密着型介護老人福祉施設】 
  （特別養護老人ホーム併設の）【 短期入所生活介護 】【 介護予防短期入所生活介護 】編 

                        
 既に、申請・届出している事項に変更が生じた場合、１０日以内に「指定居宅サービス事業者等

変更届出書」（以下「変更届出書」という。）及び添付書類を岡山市（事業者指導課）へ１部提出

する必要があります。            
 
 なお、『事業所（施設）の移転・増改築』、『入所（利用）定員の変更』、その他重要な変更に

ついては、必ず事前協議を行ってください。  

 （事前協議について） 
 ①持参資料：基準（人員、設備）が確認できる書類（届出書類と同等程度が望ましい）。 
 ②協議時期：建築等を伴う変更の場合は、その図面の変更が容易な時期。 
 ③相談者：必ず事業者（管理者等の責任をもって回答ができる者）が来庁してください。 
       ※設計コンサルタントや建築業者のみでの相談は不可。 
 ④予約：電話で市担当者の都合を確認してください。 

 
 
１ 提出先 
 〒７００－０９１３ 
 岡山市北区大供３－１－１８ KSB会館４階 
 岡山市 保健福祉局 高齢福祉部 事業者指導課 施設係 
 TEL：０８６－２１２－１０１４ FAX：０８６－２２１－３０１０ 
 メールアドレス：ｊｉ－ｓｈｉｄｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｏｋａｙａｍａ．lg.ｊｐ 
 
２ 変更の届出が必要な事項 
(1) 事業所（施設）の名称 
(2) 事業所（施設）の所在地（開設場所） 
(3) 申請者（開設者）の名称 
(4) 申請者（開設者）の主たる事務所（本社）の所在地 
(5) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 
(6) 登記事項証明又は条例等（当該事業に関するものに限る。） 
(7) 施設と本体施設との移動経路及び方法等 
(8) 事業所（施設）の種別  ※本体施設が特別養護老人ホームの場合の空床利用型・併設型の別 
(9) 併設する施設がある場合の当該併設する施設の概要 
(10) 事業所（施設）の建物の構造概要、平面図及び設備概要 
(11) 入院患者又は入所者の定員  
   ※空床利用を行っている短期入所生活介護において、本体施設の定員が変更された場合 
(12) 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 
(13) 運営規程 
(14) 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関の名称、診療科名及び契約の内容 
(15) 介護支援専門員の氏名及び登録番号 
 
※ (7)は、「サテライト型居住施設の地域密着型介護老人福祉施設」についてのみ該当 
※ (9)、(15)は「介護老人福祉施設」「地域密着型介護老人福祉施設」についてのみ該当 
※ (8)、(11)は「短期入所生活介護」「介護予防短期入所介護」についてのみ該当 
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３ 提出書類等  
 【注１】同時に複数の項目の変更を届出する場合、重複する書類は省略可能です。 
 【注２】変更届出書（様式第４号）の「（変更前）」及び「（変更後）」欄は具体的に記載して

ください。 
 【注３】必要に応じて、下記記載の添付書類の他に書類を求めることがあります。  

 変更内容 提出書類  

 (1)事業所(施設) 
 の名称 
 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②付表１３（介護老人福祉施設） 
 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設） 
 ④付表８－２（（介護予防）短期入所生活介護） 
 ⑤運営規程 

 （注意） 
・運営規程（施設（事業所）の名称）の変更が必要 
 →【(13)運営規程】を参照 

 

 

 (2)事業所(施設)の 
 所在地(開設場所) 
 
※移転を伴う場合

事前協議が必要 
 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②付表１３（介護老人福祉施設） 
 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設） 
 ④付表８－２（（介護予防）短期入所生活介護） 
 ⑤事業所・施設の位置図 （住宅地図の写し等）〈※変更がある場合のみ添付〉 

 （注意） 
・事業所（施設）の移転の場合は、【(10)事業所(施設)の建物の構 
 造概要、平面図及び施設概要】にも該当 →(10)を参照 
 
・運営規程に事業所（施設）の所在地の記載がある場合は、運営規程 
 の変更が必要  →【(13)運営規程】を参照 

 

 

 (3)申請者(開設 
 者)の名称 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②申請者（開設者）の登記事項証明書(又は条例、指定管理協定書等) 

 (4)申請者(開設 
 者)の主たる事務 
 所(本社)の所在地 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②申請者（開設者）の登記事項証明書(又は条例、指定管理協定書等) 

 
 
 
 
 
 
 



令和４年２月改訂版 
 

 
 
 (5)代表者の氏 
 名、生年月日、住 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②申請者（開設者）の登記事項証明書(又は条例、指定管理協定書等) 

 

  所及び職名 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ③誓約書(介護老人福祉施設）用、(地域密着型サービス）用、（居宅サービス）用、（介護 
  予防サービス)用 

※誓約書は代表者の交代がある場合のみ添付 

 

 ※誓約書には自署又は押印が必要 
 

 (6)登記事項証明書

又は条例等 
 (当該事業に関す 
 るものに限る。) 
 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②申請者（開設者）の登記事項証明書(又は条例、指定管理協定書等) 

 (7)施設と本体施 
 設との移動経路及 
 び方法等 
 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②本体施設の概要 
   ・パンフレット等の本体施設の概要が分かるものを添付 
 ③施設と本体施設との移動経路及び方法並びに移動に要する時間が分か 
  るものを添付（周辺地図への記載等） 

 (8)事業所(施設) 
 の種別 
 (本体施設が特別 
 養護老人ホームの 
 場合の空床利用型 
 ・併設型の別) 
 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②付表１３（介護老人福祉施設） 
 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設） 
 ④付表８－２（（介護予防）短期入所生活介護） 
 ⑤併設する施設の概要〈※併設型に変更する場合のみ添付〉 
   ・パンフレット等の併設施設（事業所）の概要が分かるものを添付 

 （注意） 
 空床利用型を選択する場合は、「（介護予防）短期入所生活介護」の 
 運営規程（定員）に空床利用ができる旨を記載すること 

 

 

 (9)併設する施設が 
 ある場合の当該併 
 設する施設の概要 
 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
②付表１３（介護老人福祉施設）       〈※変更がある場合のみ添付〉 

 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設）   〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ④併設する施設の概要 
   ・パンフレット等の併設施設（事業所）の概要が分かるものを添付 
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 (10)事業所(施設) 
 の建物の構造概 
 要、平面図及び設 
 備概要 
 
 ※事前協議が必要 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②付表１３（介護老人福祉施設）      〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設）    〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ④付表８－２（（介護予防）短期入所生活介護）〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ⑤事業所・施設の平面図 
    → P6〈４ 添付書類の注意事項①〉を参照 

 

 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ⑥写真〈※工事中は不可〉 
    → P6〈４ 添付書類の注意事項②〉を参照 
 ⑦建物の使用権限を証明できる書類 
 〈※建物の移転がある場合のみ添付〉 
   ・建物の「登記事項証明書」又は「登記済権利証（写）」 
 ⑧施設内診療所の開設許可証の写し   〈※変更がある場合のみ添付〉 
 
 ⑨建築物関連法令協議記録報告書   〈※変更がある場合のみ添付〉 

 

 （注意） 
 ・増改築等に伴い「定員」が変更になる場合は、運営規程の変更が必要 
  →【(13)運営規程】を参照 
 ・介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設）に併設する 
  施設に変更がある場合は、【(9)併設する施設がある場合の当該併 
  設する施設の概要】の変更が必要 
 →(9)を参照 

 

 

 (11)入院患者又は 
 入所者の定員 
 (空床利用を行っ 
 ている短期入所生 
 活介護において、 
 本体施設の定員が 
 変更された場合) 
 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②付表１３（介護老人福祉施設） 
 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設） 
 ④事業所・施設の平面図 
    → P6〈４ 添付書類の注意事項①〉を参照 
 ⑤写真〈※工事中は不可〉 
    → P6〈４ 添付書類の注意事項②〉を参照 
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 (12)管理者の氏 
 名、生年月日、住 
 所及び経歴 
 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
 ②付表１３（介護老人福祉施設） 
 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設） 
 ④付表８－２（（介護予防）短期入所生活介護） 
 ⑤資格証等の写し〈※旧姓等の場合は、戸籍抄本等を添付〉 
  ・資格証等の写し又は実務経験証明書（管理者）を添付すること 

 ※実務経験証明書は、原本又は原本証明でも可 

 ⑥従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福 
  祉施設・併設短期入所生活介護) 

・変更日の属する月のものを添付 ※管理者のみの記載で可 
・他の事業所（施設）と兼務がある場合には、兼務先の勤務形態一覧表 

       も添付すること 
 ⑦雇用契約書（継続雇用の場合は辞令等の写しでも可） 
   ・辞令等の場合は、本人による署名（住所、氏名、就業開始年月日）

が必要 
   ・管理者が法人役員の場合は、「管理者業務に従事していることの申立 
     書」（施設等の名称・勤務時間・勤務内容等を明記したもの）を添付 
 ⑧誓約書(介護老人福祉施設）用、(地域密着型サービス）用、（居宅サービス）用、（介護 
  予防サービス)用 

※誓約書には自署又は押印が必要 
 ※上記のうち、管理者の改姓又は住所変更のみの場合は⑤～⑧は不要 

 

    
 (13)運営規程 
 
 ※定員変更の場合 
  事前協議が必要 
 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
   ・（変更前）及び（変更後）欄に変更内容を記載すること 
    （別紙（変更内容を記載したもの）を添付でも可） 
 ②付表１３（介護老人福祉施設）      〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設）    〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ④付表８－２（（介護予防）短期入所生活介護）〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ⑤運営規程 
 
 （入所（利用）定員変更の場合は、次の⑥～⑧を添付） 
 ⑥従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(介護老人福祉施設・併設短期入所生活介護) 
   ・変更日の属する月のものを添付 
   ・他の事業所（施設）と兼務する従業者がいる場合には、兼務先の 
       勤務形態一覧表も添付すること 
 ⑦資格証等の写し〈※資格を要する職種のみで可〉 
   ・旧姓等の場合は、戸籍抄本等を添付すること 

⑧特別養護老人ホームの認可書の写し〈※短期入所の場合は添付不要〉 

 ※老人福祉法の規定による入所定員増加認可に係る【特別養護老人ホ

ームの設置認可書】等の写し 

※「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更の届出は、年１回とする。 

 (14)協力医療機関 
 (病院)・協力歯科 
 医療機関の名称、 
 診療科名及び契約 
 の内容 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 
 【短期】【予防短期】 

 ①変更届出書（様式第４号） 

 ②付表１３（介護老人福祉施設） 
③付表６（地域密着型介護老人福祉施設） 

 ④付表８－２（（介護予防）短期入所生活介護） 
 ⑤協力病院等（協力歯科医療機関）との契約書（写） 
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 (15)介護支援専門 
 員の氏名及びその 
 登録番号 
 
 【介護老人福祉施設】 
 【地域密着型介護老 
  人福祉施設】 

 ①変更届出書（様式第４号） 
    ・（変更前）欄に「就業終了日」、「氏名」を、 
    （変更後）欄に「就業開始日」、「氏名」を記載すること 
 ②付表１３（介護老人福祉施設）     〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ③付表６（地域密着型介護老人福祉施設）    〈※変更がある場合のみ添付〉 
 ④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福 
  祉施設・併設短期入所生活介護) 
 〈※介護支援専門員のみの記載で可〉 
   ・変更日の属する月のものを添付 
   ・他の事業所（施設）と兼務がある場合には、兼務先の勤務形態一覧表 
       も添付すること 
 ⑤介護支援専門員証の写し〈※登録証は不可〉 
   ・旧姓等の場合は、戸籍抄本等を添付すること 
 ⑥介護支援専門員一覧表 

 

 
 

４ 添付書類の注意事項 
 
 ① 平面図（Ａ４判又はＡ３判） 
（１）平面図は、事業所（施設）全体のもの（各室の用途・面積・寸法を明示）とし、色ペンで囲

む等、変更箇所が明確に分かるようにすること。 
 また、専用又は共用部分を色塗りするなどで明確にすること。 

 
（２）平面図には基準上必要とされる設備の面積を記載すること。 
  「居室」、「食堂」、「機能訓練室」、「共同生活室」の面積は、壁芯面積と内法面積を２段

書きで記載すること。 
   ※居室内にトイレがある場合は、居室とトイレの面積は別々に記載すること。 
         
（３）各廊下の幅は、「片廊下」・「中廊下（※）」ごとに最狭部の幅（手すりを除いた内法）を記

載すること。 
     ※「中廊下」とは、その両側に居室、静養室、食堂、浴室、便所、医務室、機能訓練 

     室等、入所者の日常生活に直接使用する設備があるもの。 
 
（注）Ｈ14改正省令施行以前に整備した特別養護老人ホームのうち、増改築等した部分以外につ 

  いては、壁心面積のみの記載で可とする。    
 
 ② 写真  
（１）Ａ４判用紙に変更箇所の写真（原則２方向以上から撮影）を添付し、番号及び設備の名称 

  を記載すること。 
  また、上記【①平面図】に撮影方向を矢印で明示し、写真にも対応した番号を記載すること。 
 
（２）各事業所（施設）の用途に従い、適切に使用できる状態であることが明確に分かるもので 

  あること。 
 

 


